
　
西
条
市
水
道
事
業
は
、
将
来
に
わ
た
り

安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
市
民
の
皆
さ
ま

に
供
給
し
、
合
併
以
来
、
地
域
間
で
格
差

の
あ
る
水
道
料
金
を
統
一
す
る
た
め
、
平

成
27
年
度
か
ら
３
年
ご
と
に
料
金
の
見
直

し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
の
料
金
改
定
で
は
東
予
地

区
の
赤
字
を
解
消
し
、
地
域
間
の
料
金
格

差
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

依
然
と
し
て
西
条
地
区
の
経
営
状
況
は
厳

し
く
、
地
域
間
の
格
差
も
解
消
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
、
学
識
経
験
者
や
水
道
使
用

者
な
ど
15
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た
使
用

料
等
審
議
会
を
開
催
し
、
料
金
の
見
直
し

に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
基
に
、
水
道
料
金

改
定
の
条
例
改
正
案
を
市
議
会
に
提
出
し

議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
水
道
料
金
改
定
は
、
西
条
・
東

予
地
区
を
対
象
に
、
平
成
30
年
６
月
請
求

分
（
同
年
４
月
・
５
月
使
用
分
）
か
ら
実

施
い
た
し
ま
す
。

　
水
道
使
用
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
負
担

を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
今
後
も
よ
り

効
率
的
な
事
業
運
営
と
健
全
経
営
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

水
道
料
金
改
定
の
問
合
せ
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西条地区の改定率は、約12.７％の値上げ

東予地区の改定率は、約５.１％の値上げ

丹原・小松地区は、現行の料金を据え置き

改定後の料金比較 家庭用口径13㎜で月20㎥使用の場合（メーター使用料と消費税８％を含む）

地　　区

西条地区 2,246円 2,678円 ＋ 432円 1.26倍 1.06倍

東予地区

丹原地区

小松地区

2,419円

2,840円

2,840円

2,678円

改定なし

改定なし

＋ 259円

―

―

1.17倍 1.06倍

― ―

― ―

現行の料金
（Ａ） 現　行 改定後

改定後料金
（Ｂ）

差　　引
（Ｂ－Ａ）

丹原・小松地区との格差

料金改定のポイント
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西
条
・
東
予
地
区
の

水
道
料
金
を
改
定

改
定
は
平
成
30
年
６
月
請
求
分
か
ら

知ってほしい２つの必要性

健
全
な
水
道
事
業
経
営
の
必
要
性

　
平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
、
平
成
28
年
の

熊
本
地
震
で
は
、
多
く
の
断
水
が
発
生
し
、
市

民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、

水
道
施
設
の
耐
震
化
や
老
朽
施
設
の
更
新
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
は
、
多
額

の
費
用
を
要
し
ま
す
が
、
人
口
減
少
や
生
活
様

式
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
水
道
料
金
収
入
は

減
少
し
続
け
て
い
ま
す
。

　
水
道
事
業
は
、
水
道
使
用
者
の
水
道
料
金
を

主
な
収
入
源
と
し
て
事
業
を
進
め
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
適
正
な

水
道
料
金
の
水
準
を
維
持
し
つ
つ
、
経
営
改
善

な
ど
に
取
り
組
み
、
健
全
な
経
営
を
維
持
し
て

い
く
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

水
道
料
金
統
一
の
必
要
性

　
西
条
市
の
水
道
料
金
は
地
区
に
よ
っ
て
異
な

り
、
負
担
の
公
平
性
を
欠
く
状
態
に
あ
り
ま
す
。

現
在
は
、
会
計
（
財
布
）
を
地
区
ご
と
に
分
け

て
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
後
、
厳
し
い

経
営
が
見
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
市
全
体
で
ス

ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
（
規
模
の
経
済
性
）
を
生
か

し
た
経
営
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
際
に
は
、
水
道
使
用
者
全
員
が
同
じ
料

金
体
系
で
費
用
を
公
平
に
負
担
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
将
来
に
わ
た
り
、
水
道
を
利
用
し

て
い
く
た
め
に
も
料
金
統
一
は
不
可
欠
で
す
。

※　　　　　　が今回の改定部分新　旧　料　金　表

▼西条地区　料金表（１カ月当たり・消費税別）

▼東予地区　料金表（１カ月当たり・消費税別）

11～20㎥
21～30㎥
31～40㎥

26～50㎥
11～25㎥
１～10㎥

41㎥以上

51㎥以上

26～50㎥
11～25㎥
１～10㎥

51㎥以上

１～20㎥
21～30㎥
31㎥以上

１～20㎥
21～30㎥
31㎥以上

１～100㎥
101㎥以上

１～100㎥
101㎥以上

１㎥
２㎥以上
１～10㎥
11㎥以上

１～10㎥

２,０００円

１６０円 １６０円

臨時用

船舶用

工場用

湯屋用

営業用

団体用

家庭用

専用
給水装置

共用
給水装置

１００㎜

７５㎜

５０㎜

４０㎜

３０㎜

２５㎜

２０㎜

１３㎜

１００㎜

７５㎜

５０㎜

４０㎜

３０㎜

２５㎜

２０㎜

１３㎜

基本料金

基本料金

超過料金

超過料金

メーター使用料

用　途 口　径段階区分

段階区分

１㎥につき

１㎥につき

新 料 金旧 料 金 新 料 金旧 料 金

新 料 金旧 料 金

金　　額

種　類
新 料 金旧 料 金

金　　額

金　額
※改定なし

口　径
金　額
※改定なし

１３,２２５円 １４,５００円

１０,３５０円

２,３００円

２,３００円

２,２００円
２００円

０円

２００円

０円

１６０円

０円

１５０円

０円

１５０円

０円

１５０円

１４５円

１４５円

１３０円

１２５円

１４０円

１５０円 １５０円

９０円

１１０円

１２０円

０円

０円

０円 ０円

０円

０円

１,２００円

１,７００円

２,２００円

メーター使用料

８０円

１４０円

１６０円

２６０円

３５０円

１,２００円

１,７００円

２,２００円

８０円

１４０円

１６０円

２６０円

３５０円

１６０円

０円

１５０円

０円

１５０円

０円

１５０円

１５０円１５０円

０円

１５０円

０円

１５０円

１５０円１５０円

０円

１５０円

０円

１５０円

１５０円

１５０円

１５０円

１５０円

１５０円

１００円

１２０円

１３０円

１１,３８０円

２,５００円

２,５００円

８６０円 ９００円

７５０円 ９００円

６１０円 ６１０円
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